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告

示

山
口
県
告
示
第
四
十
一
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
医
療

機
関
か
ら
次
の
と
お
り
医
療
機
関
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
八
年
二
月
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

医

療

機

関

廃
止
年
月
日

名

称

所

在

地

三
戸
歯
科
医
院

宇
部
市
大
字
東
岐
波
一
一
〇
一

令
和
七
、

一
〇
、
三
一

近
藤
歯
科
医
院

長
門
市
東
深
川
二
〇
九
八
の
一

〃

一
一
、
三
〇

山
口
県
告
示
第
四
十
二
号

生
活
保
護
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
厚
生
省
令
第
二
十
一
号
）
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
指

定
医
療
機
関
か
ら
次
の
と
お
り
指
定
を
辞
退
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
八
年
二
月
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

医

療

機

関

指
定
辞
退
年
月
日

名

称

所

在

地

Ｍ
Ｋ
デ
ン
タ
ル
オ
フ
ィ
ス

山
口
市
道
場
門
前
一
丁
目
一
番
一
八
号

令
和
八
、

一
、

一

薬
局
エ
ン
ゼ
ル

萩
市
大
字
須
佐
四
九
八
〇
の
二

令
和
七
、

一
二
、
三
一

山
口
県
告
示
第
四
十
三
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
医
療

扶
助
の
た
め
の
施
術
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
八
年
二
月
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

施

術

者

指
定
年
月
日

氏

名

住

所

鈴
木

汐
美

山
口
市
大
内
御
堀
四
丁
目
一
番
一
号

令
和
七
、

七
、

八

山
口
県
告
示
第
四
十
四
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

介
護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
八
年
二
月
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

居
宅
介
護
事
業
者

居
宅
介
護
事
業
所

事
業
の

種
類

指
定
年
月
日

氏
名
又
は
名

称

住
所
又
は
主

た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称

所

在

地

有
限
会
社
大
昇

山
陽
小
野
田
市

大
字
福
田
九
四

九
の
一

グ
ル
ー
プ
ホ
ー

ム
ね
た
ろ
う

山
陽
小
野
田
市

大
字
福
田
九
四

九
の
一

介
護
予

防
認
知

症
対
応

型
共
同

生
活
介

護

令
和
七
、
一
一
、

一

一
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山
口
県
告
示
第
四
十
五
号

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
病
院
を
救
急
病
院
と
し
て
認
定
し
た
。

令
和
八
年
二
月
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

名

称

所

在

地

認
定
が
効
力
を
有
す
る
期
限

医
療
法
人
博
愛
会
宇
部
記

念
病
院

宇
部
市
上
町
一
丁
目
四
番
一
一
号

令
和
一
一
、

一
、
三
一

医
療
法
人
聖
比
留
会
セ
ン

ト
ヒ
ル
病
院

〃

今
村
北
三
丁
目
七
番
一
八
号

〃

〃

〃

令
和
八
年
二
月
六
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁
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日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事

二
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